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(57)【要約】
【課題】　光コードをアダプタに配線するにあたり、可
動シャーシを固定シャーシ上でスムーズにスライド操作
できる光線路器具を提供する。
【解決手段】　光配線収納箱内の背面パネル５に固定し
た固定シャーシ１５上に光コード配線用の可動シャーシ
１６をスライド可能に支持し、案内機構１７により前後
方向へ案内する。案内機構１７は前後方向へ延びる三本
の案内溝２５，２６，２７と、各案内溝に係合する左右
方向に三つの係合部材２８，２９，３０とを備える。左
右両側の係合部材２８，２９と中央の係合部材３０とを
前後方向の反対位置に設け、可動シャーシ１６を三角形
の交点に位置する係合部材２８，２９，３０により案内
溝２５，２６，２７を介して直進案内する。
【選択図】　　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光配線収納箱内に固定された固定シャーシと、固定シャーシ上にスライド可能に支持さ
れた光コード配線用の可動シャーシと、可動シャーシを固定シャーシに対し光配線収納箱
の前後方向へ案内する案内機構とを備え、案内機構が前後方向に延びる三本の案内溝と、
各案内溝に係合する左右方向に三つの係合部材とを備え、左右両側の係合部材と中央の係
合部材とを前後方向の反対位置に設けたことを特徴とする光線路器具。
【請求項２】
　前記可動シャーシ上に光コードを接続する複数のアダプタを配設し、アダプタの周囲に
コード収納壁を立設し、可動シャーシの四隅に配線用の切欠部を形成したことを特徴とす
る請求項１記載の光線路器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光配線収納箱の内側で光コードを配線するための光線路器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光コード配線用の可動シャーシを光配線収納箱の前後方向（奥行方向）へ引き出
し可能に備えた光線路器具が知られている。例えば、図８に示すように、特許文献１の光
線路器具５１は、光配線収納箱５２内の固定シャーシ５３上に可動シャーシ５４を前後方
向へスライド可能に支持し、可動シャーシ５４上に多数のアダプタ５５を配設し、アダプ
タ５５に接続された光コード５６の束５７を隔壁５８に添わせて可動シャーシ５４の片側
から他の配線機器５９に引き回すように構成されている。
【特許文献１】特開２００５－５５７４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、この種の引出式可動シャーシによると、光コードの配線密度が左右に不均一
であった場合に、スライドに伴って可動シャーシに水平面内の傾動力が作用しやすい。例
えば、図８の光線路器具５１によると、多数本の光コード５６を可動シャーシ５４の片側
に密集状に配線しているため、アダプタ５５の出し入れにあたり、コード束５７の屈曲抵
抗で可動シャーシ５４にこじれが発生し、可動シャーシ５４のスライド操作が重くなると
いう問題点があった。また、アダプタ５５の周囲のスペースがコード束５７の引き回し側
で少なくなるため、光コード５６の増減設にあたって、配線作業に困難を伴うという不都
合もあった。
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、光コードの配線作業にあたって可動シャーシをスムーズにス
ライド操作できる光線路器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するために、本発明の光線路器具は、光配線収納箱内に固定された固
定シャーシと、固定シャーシ上にスライド可能に支持された光コード配線用の可動シャー
シと、可動シャーシを固定シャーシに対し光配線収納箱の前後方向へ案内する案内機構と
を備え、案内機構が前後方向へ延びる三本の案内溝と、各案内溝に係合する左右方向に三
つの係合部材とを備え、左右両側の係合部材と中央の係合部材とを前後方向の反対位置に
設けたことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明の光線路器具は、可動シャーシ上に光コードを接続する複数のアダプタを
配設し、アダプタの周囲にコード収納壁を立設し、可動シャーシの四隅に配線用の切欠部
を形成したことを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００７】
　本発明の光線路器具によれば、可動シャーシが三角形の交点に位置する三つの係合部材
により三本の案内溝を介して前後方向へ直進案内される。このため、光コードの配線密度
が不均一であった場合でも、こじれを生じることなく、可動シャーシをスムーズにスライ
ド操作することができる。
【０００８】
　また、光コードの余長がアダプタの周囲に立設したコード収納壁により可動シャーシ上
に整然と収納され、可動シャーシの四隅から切欠部を通して前後左右へバランスよく配線
される。従って、アダプタへの配線作業を容易に行うことができるとともに、可動シャー
シをより軽快にスライド操作することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。図１は光線路器
具が内装された光配線収納箱の外観を示す。図２は光配線収納箱から扉を外して収納箱本
体の内部に収納された各種配線器具を示す。図３は図２のＡ－Ａ線に沿って収納箱本体の
上部に積み重ねられた光線路器具を示す。図４は光線路器具の一つを分解して示す。図５
は図２のＢ－Ｂ線に沿って光線路器具の平面形態を示す。図６は図５のＣ－Ｃ線およびＤ
－Ｄ線に沿って光線路器具の案内機構を示す。
【００１０】
　図１に示すように、この実施形態の光配線収納箱１は収納箱本体２と扉３とから箱形に
構成され、収納箱本体２の内側に多数本の光コードを収納するようになっている。収納箱
本体２の後部には左右一対の据付金具４が固着され、この金具４にて建物の壁面等に設置
することもできるし、本体２の前部に固着した金具４によりラックの内部に収納すること
もできるし、床面上に自立させることも可能である。
【００１１】
　図２、図３に示すように、収納箱本体２の内部には背面パネル５と左右一対の側枠６と
が固定され、側枠６の中間高さにコード受け７が設けられている。背面パネル５の前面に
は、コード受け７の下側にケーブル押え８、コード押え９、テンションメンバ押え１０、
複数の融着トレイ１１が配設され、コード受け７の上側に融着トレイ１１と同数の光線路
器具１２が積み重ねられている。
【００１２】
　そして、融着トレイ１１で入線側の光ケーブルをコネクタ付光コードに融着するための
作業が行われ、光線路器具１２で一次および二次側のコネクタ付光コードの配線作業が行
われる。なお、収納箱本体２の側壁内面には光線路器具１２と同数のコードクランプ１３
（図３参照）が上下に並べて配設されている。融着トレイ１１および光線路器具１２の数
は図示例に限定されず、光ケーブルの本数（芯数）に応じて適宜に増減できる。
【００１３】
　図４、図５に示すように、光線路器具１２は背面パネル５に固定された固定シャーシ１
５と、固定シャーシ１５の上にスライド可能に支持された可動シャーシ１６と、可動シャ
ーシ１６を固定シャーシ１５に対し光配線収納箱１の前後方向へ案内する案内機構１７と
を備えている。固定シャーシ１５は樹脂または金属製の薄板により長四角形に形成され、
後端の折曲部１５ａにて背面パネル５に固定されている。
【００１４】
　可動シャーシ１６は樹脂または金属製の薄板により上面が開いた四角箱形に形成され、
固定シャーシ１５に接合する平面部１６ａと、平面部１６ａの周縁に起立する四枚のコー
ド収納壁１６ｂとを備えている。平面部１６ａの中央にはコネクタ付光コード１８を接続
するための複数のアダプタ１９がホルダ２０を介して配設され、アダプタ１９の左右にコ
ードクランプ２１（図５参照）が設けられている。
【００１５】
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　平面部１６ａの四隅には配線用の切欠部２２が形成され、隣接するコード収納壁１６ｂ
の間に切欠部２１に連続する配線用の開口部２３が設けられている。そして、一端がアダ
プタ１９に接続された光コード１８の余長をコード収納壁１６ｂの内側に収め、光コード
１８の他端を切欠部２２および開口部２３を通して可動シャーシ１６の四隅から左右また
は上下方向へ配線できるようになっている。
【００１６】
　図４、図５、図６に示すように、この実施形態の案内機構１７は、固定シャーシ１５に
前後方向へ延びる三本の案内溝２５，２６，２７を備え、可動シャーシ１６に各案内溝２
５，２６，２７に係合する左右方向に三つの係合部材２８，２９，３０を備えている。左
右の案内溝２５，２６は固定シャーシ１５のほぼ全長にわたって延びる長孔状に形成され
ている。中央の案内溝２７は固定シャーシ１５の前端部分にＵ字状に形成され、開放端に
左右に開くテーパ部２７ａを備えている。
【００１７】
　係合部材２８，２９，３０には、ビス３１とスライダ３２とからなる同一のネジ部品ま
たはカシメ部品が用いられている。ビス３１は可動シャーシ１６の平面部１６ａに形成さ
れた小孔３３を通ってスライダ３２の穴３２ａに螺合または圧入されている。スライダ３
２は固定シャーシ１５の下面に接合する大径部３２ｂと、案内溝２５，２６，２７に摺動
可能に嵌合する小径部３２ｃとを備えている。
【００１８】
　左右両側の係合部材２８，２９は可動シャーシ１６の後端部に取り付けられ、中央の係
合部材３０が可動シャーシ１６の前端部に取り付けられている。そして、案内機構１７は
可動シャーシ１６を二等辺三角形の交点に位置する三つの係合部材２８，２９，３０によ
り三本の案内溝２５，２６，２７を介して前後方向へ直進案内するように構成されている
。なお、左右の係合部材２８，２９は可動シャーシ１６の前進端ストッパとしても機能し
、中央の係合部材３０が可動シャーシ１６の後退端ストッパとしても機能する。
【００１９】
　上記構成の光線路器具１２によれば、可動シャーシ１６が三つの係合部材２８，２９，
３０により三本の案内溝２５，２６，２７を介して直進案内されるため、光コード１８の
配線密度が左右不均一である場合でも、可動シャーシ１６をスムーズにスライドできる。
特に、可動シャーシ１６の後退時には、中央の係合部材３０が案内溝２７に係合して可動
シャーシ１６を左右方向の定位置に位置決めするので、可動シャーシ１２を傾けることな
く固定シャーシ１５上に正しく格納でき、光配線収納箱１内に複数の光線路器具１２を見
栄えよく積み重ねることができる。
【００２０】
　また、光コード１８の余長が四枚のコード収納壁１６ｂによって規制され、アダプタ１
９の周囲に整然と収納されるとともに、可動シャーシ１６の四隅の切欠部２２と開口部２
３を通して前後左右へバランスよく配線される。従って、多数本の光コード１８をすべて
のアダプタ１９に容易に接続または取り外しできるとともに、配線アンバランスによる傾
動力を抑えて、可動シャーシ１６をより軽快にスライド操作することができる。
【００２１】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するように、発明
の趣旨を逸脱しない範囲で各部の構成を適宜に変更して実施することも可能である。
（１）図７に示すように、三本の案内溝２５，２６，２７を可動シャーシ１６側に形成し
、三つの係合部材２８，２９，３０を固定シャーシ１５側に設けること。
（２）アダプタ１９と中央の案内溝２７とを左右方向の異なる位置に設け、案内溝２７を
前後方向へより長く形成すること。
（３）光線路器具である図２に示す融着トレイ１１において、固定シャーシと可動シャー
シとの間に上記実施形態の案内機構１７を装備すること。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１】本発明の一実施形態を示す光配線収納箱の斜視図である。
【図２】該収納箱の本体を示す正面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線から見た光線路器具の側面図である。
【図４】該光線路器具の分解斜視図である。
【図５】図２のＢ－Ｂ線から見た光線路器具の平面図である。
【図６】（ａ）図５のＣ－Ｃ線断面図、（ｂ）図５のＤ－Ｄ線断面図である。
【図７】光線路器具の変更例を示す分解斜視図である。
【図８】従来の光線路器具を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００２３】
　　１　　光配線収納箱
　１２　　光線路器具
　１５　　固定シャーシ
　１６　　可動シャーシ
１６ａ　　コード収納壁
　１７　　案内機構
　１８　　光コード
　１９　　アダプタ
　２２　　切欠部
２５，２６，２７　　案内溝
２８，２９，３０　　係合部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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